
令和7年10月31日

平成23年版厚生労働白書 正誤表

「平成23年版厚生労働白書」において、掲載内容に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正さ
せていただきます。

なお、HP上に掲載されている内容につきましては、修正が反映されております。

頁 該当箇所
修正内容

誤 正

資料編
248頁

詳細データ③
確定拠出年金の規約承認数・加入者数の推移

年度 企業型承認件数 企業型加入者数（千人） 個人型加入者数（人）
2009（平成21）年度 3,301 3,404 111,056

確定拠出年金の規約承認数・加入者数の推移
年度 企業型承認件数 企業型加入者数（千人） 個人型加入者数（人）

2009（平成21）年度 3,301 3,404 112,063



平成23年版厚生労働白書 正誤表

「平成23年版厚生労働白書」において、掲載内容に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正さ
せていただきます。

なお、HP上に掲載されている内容につきましては、修正が反映されております。

頁 該当箇所
修正内容

誤 正

本文 
274頁

34行目 角膜は1,081名の提供者から1,678件の移植が行われている。 角膜は1,083名の提供者から1,679件の移植が行われている。
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詳細データ①

臓器移植の 
累計件数

詳細データ① 臓器移植の累計件数
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資料：（社）日本臓器移植ネットワーク、（財）日本アイバンク協会調べ
（注）　1．臓器提供者数、移植実施件数は、平成9年10月16日(臓器移植法施行の日)から平成23年3月31日までの累計、移植待機患者

数は平成23年3月31日現在数である。
　　　2．臓器移植法に基づく脳死判定事例は、臓器移植法の施行の日から平成23年6月30日までに全国で141例行われている。なお、

第8例目については、法的脳死判定が行われ法的に脳死と判定されたが、医学的理由により臓器の摘出が行われなかった
ため、臓器提供者数には含まれていない。

　　　3．膵臓及び腎臓の臓器提供者数、移植実施件数及び待機患者数については膵臓と腎臓の同時移植を含む。
　　　4．心臓及び肺の臓器提供者数、移植実施件数及び待機患者数については心臓と肺の同時移植を含む。

臓器移植の累計件数

詳細データ② 造血幹細胞移植の実施件数の推移

平成 3 年度
平成 4 年度
平成 5 年度
平成 6 年度
平成 7 年度
平成 8 年度
平成 9 年度
平成10年度
平成11年度
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平成14年度
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ドナー（提供者） 移植件数
骨髄提供登録者数 さい帯血公開数 骨髄 末梢血幹細胞
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さい帯血

※平成8～10年度のさい帯血関係データはさい帯血バンクネットワーク設立前に各バンクが扱った数
※平成23年度については、5月末時点の数値
※東北地方太平洋沖地震の影響により、宮城さい帯血バンクが保存しているさい帯血の公開は一時停止している
※末梢血幹細胞移植については、平成22年10月より段階的に実施
※ドナー登録要件の緩和：
　平成17年3月1日～　登録年齢の下限を20歳から18歳へ引き下げ（提供は20歳から）、登録受付時の「家族の同意」条件の削除、
　パンフレット「チャンス」を読み、骨髄提供の内容を理解している場合は登録時の説明をビデオ視聴を省略できる
　平成17年9月1日～　登録年齢の上限を50歳から54歳へ引き上げ（提供は55歳まで）

造血幹細胞移植の実施件数の推移
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詳細データ① 臓器移植の累計件数
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資料：（社）日本臓器移植ネットワーク、（財）日本アイバンク協会調べ
（注）　1．臓器提供者数、移植実施件数は、平成9年10月16日(臓器移植法施行の日)から平成23年3月31日までの累計、移植待機患者

数は平成23年3月31日現在数である。
　2．臓器移植法に基づく脳死判定事例は、臓器移植法の施行の日から平成23年6月30日までに全国で141例行われている。なお、

第8例目については、法的脳死判定が行われ法的に脳死と判定されたが、医学的理由により臓器の摘出が行われなかった
ため、臓器提供者数には含まれていない。

　　　3．膵臓及び腎臓の臓器提供者数、移植実施件数及び待機患者数については膵臓と腎臓の同時移植を含む。
　　　4．心臓及び肺の臓器提供者数、移植実施件数及び待機患者数については心臓と肺の同時移植を含む。

臓器移植の累計件数

詳細データ② 造血幹細胞移植の実施件数の推移
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平成 4 年度
平成 5 年度
平成 6 年度
平成 7 年度
平成 8 年度
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さい帯血

※平成8～10年度のさい帯血関係データはさい帯血バンクネットワーク設立前に各バンクが扱った数
※平成23年度については、5月末時点の数値
※東北地方太平洋沖地震の影響により、宮城さい帯血バンクが保存しているさい帯血の公開は一時停止している
※末梢血幹細胞移植については、平成22年10月より段階的に実施
※ドナー登録要件の緩和：
平成17年3月1日～　登録年齢の下限を20歳から18歳へ引き下げ（提供は20歳から）、登録受付時の「家族の同意」条件の削除、
パンフレット「チャンス」を読み、骨髄提供の内容を理解している場合は登録時の説明をビデオ視聴を省略できる
平成17年9月1日～　登録年齢の上限を50歳から54歳へ引き上げ（提供は55歳まで）

造血幹細胞移植の実施件数の推移
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